
令和７年度住田町奨学生募集要領 
 

住 田 町 教 育 委 員 会  

１．応募資格  
（１）住田町に住所がある方のお子さんで、令和７年４月１日以降に学校教育法（昭和

22年法律第26号）に規定する高等学校、大学（短期大学含む）、高等専門学校、大学

院及び専修学校に在学している者（これら以外の専修学校一般課程や各種学校などの

学校又は学校教育法に規定する学校以外の施設に通う者は除く）であること。 

（２）学資の支弁が困難と認められる方で、健康で成績優秀、品行方正であること。 

   なお、「学費支弁の困難さ」を審査するにあたっては、「日本学生支援機構」が

規定する家計基準※に準じます。 

 ※「家計基準」の詳細は、日本学生支援機構ホームページ(URL：https://www.jasso.

go.jp/)よりご確認ください。 

  

（３）看護職枠に応募する場合は、（１）及び（２）に定める者で、保健師及び助産師、

看護師に係る分野を専攻している者であること。 

 

２．募集人員 一 般 枠 ２名程度 

       看 護 職 枠 １名 
        ※看護職枠について、募集人員を超える応募があった場合は、一般枠に含

めて奨学生の選考を行います。 

 

３．奨学金の貸与月額、貸付期間等 
（１）貸与月額   高 等 学 校          20,000円（無利子） 

大   学   等          45,000円（無利子） 

 

（２）入学一時金  高 等 学 校          50,000円以内 

大  学  等         300,000円以内 

 

（３）貸与期間   正規の修学期間 

（４）貸与方法   口座振込（奨学生本人の口座） 

           

４．申請の手続き、採否決定及び通知等 
 （１）提出書類  別紙「提出書類」のとおり 

 （２）提 出 先  住田町教育委員会事務局（担当：学校教育係） 

 （３）申請受付期間 令和７年２月１２日(水)から４月７日(月) 

 （４）奨学生採否決定及び通知 

    住田町教育委員会奨学生選考委員会において、人物、学業成績、健康状態、 

家庭状況、家計基準（日本学生支援機構の規定に準ずる）について書類審査をし、

選考します。 

選考結果については、５月末日までに文書により通知します。 

 

５．奨学金の返還 
奨学金の返還は、奨学金の貸与が終了し、６カ月据え置き後に返還を開始します。 

返還は15年以内で、月賦、半年賦、年賦などの割賦返還です。（一括返還可能） 

なお、利息はつきません。 

    

６．奨学金の返還免除 
住田町では、平成28年度より返還免除制度の運用を開始しております。 

町で定める条件を満たした場合、奨学金の返還が免除となる制度です。詳しくは、町

ホームページをご確認下さい。 

なお、町の予算により実施しますので、奨学金の返還開始時に免除制度が廃止されて

いる場合がありますことをご了知ください。 



 

提 出 書 類 

№  提 出 書 類  
部

数  
注 意 事 項  

１  
奨 学 資 金 貸 与  

申 請 書  
１  

住 田 町 が 配 布 す る 申 請 書 用 紙 に 必 要 事 項 を 記 入 し 、

本 人 、 保 証 人 （ 保 護 者 ） 、 連 帯 保 証 人 （ 同 居 の 親 族

以 外 で 住 田 町 に 住 所 を 有 す る も の ） 連 名 の う え 提 出

し て 下 さ い 。  

裏 面 の 健 康 診 断 書 欄 に は 、 医 師 の 証 明 を も ら っ て 下

さ い 。  

２  
奨 学 資 金 貸 与  

希 望 理 由 書  
１  

奨 学 生 本 人 が 、 貸 与 を 希 望 す る 理 由 を 記 入 し て 、 署

名 捺 印 を し て 下 さ い 。  

３  奨 学 生 推 薦 調 書  １  

住 田 町 が 配 布 す る 推 薦 調 書 に よ り 、 令 和 ７ 年 度 入 学

（ 予 定 ） 者 は 、 令 和 ７ 年 ３ 月 卒 業 (予 定 )の 出 身 学 校

に 依 頼 し て 下 さ い 。 学 校 在 学 生 は 、 在 学 中 の 学 校 に

依 頼 し て 下 さ い 。  

※ 必 ず 学 校 側 で 封 筒 に 入 れ 、 封 印 の 上 、 提 出 し て 下

さ い 。 提 出 前 に 開 封 さ れ た も の は 無 効 と な り ま す 。  

４  成 績 証 明 書  １  

各 学 校 の 様 式 に よ り 令 和 ７ 年 ３ 月 卒 業 （ 予 定 ） の 出

身 学 校 に 依 頼 し て 下 さ い 。 学 校 在 学 生 は 、 在 学 中 の

学 校 に 依 頼 し て 下 さ い 。  

※ 必 ず 学 校 側 で 封 筒 に 入 れ 、 封 印 の 上 、 提 出 し て 下

さ い 。 提 出 前 に 開 封 さ れ た も の は 無 効 と な り ま す 。  

５  
委 任 状  

（ 保 証 人 分 ）  
１  

世 帯 の 所 得 状 況 を 確 認 す る た め に 必 要 で す 。  

保 証 人 の 世 帯 全 員 分 の 署 名 捺 印 を お 願 い し ま す 。  

６  
委 任 状  

（ 連 帯 保 証 人 分 ）  
１  

連 帯 保 証 人 の 所 得 状 況 を 確 認 す る た め に 必 要 で す 。  

連 帯 保 証 人 本 人 に よ る 署 名 捺 印 を お 願 い し ま す 。  

７  在 学 証 明 書  １  

令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 以 降 在 学 す る 高 校 、 大 学 等 に 依 頼

し て 下 さ い 。  

令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 以 降 に 発 行 さ れ た も の の み 有 効 で

す 。  

 

①   № １ か ら № ７ の 書 類 の ほ か に も 、 選 考 の た め に 必 要 な 書 類 を 提 出 し て い

た だ く こ と が あ り ま す の で 、 あ ら か じ め ご 了 承 下 さ い 。  

②  № ７ の 在 学 証 明 書 以 外 を 先 に 提 出 し 、 在 学 証 明 書 を ４ 月 に 提 出 し て い た だ

い て も 構 い ま せ ん 。  

③ 奨学生採用が決定しましたら、保証人及び連帯保証人の印鑑証明書を提出していただ

きますので、ご準備願います。 

 

【申請問い合わせ先】 

住田町教育委員会事務局学校教育係 電話 46-3863（内線253）／FAX 46-3515 

E-mail：kyoui@town.sumita.iwate.jp 


